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資 料 １ ７

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

請求エラーについてよくあるお問い合わせ

毎月月末に秋田市から国保連合会へその月に登録・変更した情報が送ら

れます。よって、情報が送られる前に請求した場合は情報の不一致として

請求できない場合があります。

介護報酬を国保連合会へ請求した後、請求が通らず、翌月６日頃に「請

求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」が送付されてくる場合、請求

内容に何らかの問題があるのが原因であり、それを解決しない限り請求が

通ることはありません。

請求エラーが生じた場合は、次の項目を確認の上、エラーコードに応じ

て問題を解決してから再請求してください。

①被保険者番号

②サービス提供年月

③サービス種類

④備考欄のエラーコード

（４ケタのアルファベット又は数字の組み合わせ）

また、市へ返戻についてお問い合わせする際も、上記の項目をお知らせ

ください。

以下に、請求エラーについて市へよくあるお問い合わせについてまとめ

ましたので、エラー内容とその対処法についてご確認ください。

またこの内容については、ホームページにも掲載しております。

請求エラーへの対処・

秋田市ホームページ：くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）

＞請求エラーへの対処
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エラーコード 原因 対処法

ＡＤＤ０ 給付管理票に記載した事

業所番号が違っていま

す。

正しい事業所番号を確認して

ください。

ＡＤＤ１ 事業所指定の有効期限が

切れています。（地域密

着型サービスの場合は、

住所地特例対象者として

請求していない場合もあ

ります。）

速やかに指定更新の申請をし

て下さい。なお、既に申請中

である場合は、市に確認して

ください。

（地域密着型サービスの場合

は、当該被保険者が住所地特

例対象者でないか確認してく

ださい。）

ＡＤＤ３ 給付管理票の記載内容に

誤りがあります。

給付管理票の記載内容を点検

してください。

ＡＮＮ４ 過誤決定前に再請求して

います。

過誤決定通知が届いてから再

請求してください。

ＡＮＮ７ 給付管理票を修正した月

と同じ月に、サービスの

請求明細書の過誤処理が

行われています。

過誤の処理が優先されるた

め、給付管理票の修正と請求

明細書の過誤処理は同じ月に

できません。サービス事業所

が過誤を行った翌月以降に給

付管理票の修正をしてくださ

い。

ＡＮＮ９ 返戻された給付管理票を

「修正」で再提出してい

ます。

「新規」で再提出してくださ

い。

ＡＮＮＪ 過去に該当する給付管理

票を提出済みです。

給付管理票を「修正」で提出

すべきところを「新規」で提

出していないか確認してくだ

さい。
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ＡＳＳＢ 査定後の請求額を修正し

ています。（決定されて

いる請求に対して給付管

理票を減額修正した場合

などが挙げられます。）

サービス事業所は、請求明細

書を取り下げ、単位数を直し

て再請求してください。居宅

介護支援事業所は、請求明細

書を再請求するときは「修

正」で提出してください。

１０ＱＥ 生活保護指定を受けてい

ない事業所を生活保護受

給者が利用しています。

生活保護指定を受けていない

事業所であれば請求できませ

ん。

１００４ 介護職員等処遇改善加算

について、市への届出と

異なる内容で請求してい

ます。

処遇改善計画書を確認の上、

正しい届出内容で請求してく

ださい。

１０ＷＰ サービス提供体制強化加

算について、市への届出

と異なる内容で請求して

います。

サービス提供体制強化加算の

算定の有無や区分を確認の

上、正しい届出内容で請求し

てください。

１２Ｐ０ 請求された保険者番号・

被保険者番号等の受給者

情報が、台帳と一致して

いません。

番号に誤りがないか、転入・

転出により保険者番号・被保

険者番号が変わっていないか

確認してください。

１２Ｐ４

１２Ｐ５

市に居宅届を提出してい

ないか、届け出た月に請

求しています。

居宅届を提出した翌月以降に

請求してください。

１２ＱＴ 請求明細書の性別又は生

年月日に誤りがありま

す。

正しい性別又は生年月日で請

求してください。

１２ＱＪ 要介護度とサービスコー

ドが一致していません。

要介護度を確認の上、該当の

要介護度で請求できるサービ

スコードで請求してくださ

い。
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上記の対処法でも解決しない場合は、お問い合わせください。

１２ＳＡ 負担割合に誤りがありま

す。

負担割合証を確認してくださ

い。なお、市が負担割合を教

えることはできません。負担

割合証に記載されている割合

で請求しているにもかかわら

ず、エラーとなった場合は、

当該被保険者が給付制限適用

中である可能性もあるので、

最新の被保険者証の給付制限

欄を確認してください。

１２ＰＡ 認定情報が未決定の受給

者です。

認定決定日の翌月に再請求し

てください。

１２ＰＣ

ＡＥＦ０

「特定入所者」ではない

のに「特定入所者」とし

て請求明細書を提出して

います。

負担限度額認定証を確認の

上、負担限度額認定決定日を

含む月の翌月に請求してくだ

さい。

保留 請求された内容につい

て、給付管理票の提出が

ありません。

居宅介護支援事業所又は介護

予防支援事業所に確認してく

ださい。最初に「保留」とな

った翌々月に請求は返戻とな

ります。

返戻 請求明細書に記載されて

いる内容と給付管理票に

記載されている内容が不

一致です。

サービス種類、請求単位数、

事業所番号などをサービス事

業所と居宅介護支援事業所又

は介護予防支援事業所とで確

認し、正しい内容で再請求し

てください。
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資 料 １ ８

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

過誤申立について

過誤申立とは、請求を取り下げる（給付費を返還する）もので、請求内容に誤り

があった場合などに手続を行います。また、請求を正しい内容に直すためには、過

誤申立依頼書を提出した月の 必要があります。翌月に再請求をする

１ 通常過誤と同月過誤について

過誤申立で請求を取り下げた場合、介護報酬の支払額から過誤決定額が差し引

かれることになります。また、介護報酬のうちの加算分だけを取り下げるといっ

た取扱いはできません。

通常過誤の場合、請求の取下げから再請求分の支払まで１か月間空くことにな

ります（「３ 提出先と提出期限」参照）。過誤申立は原則通常過誤となります

が、件数が多く翌月の報酬が極端に少なくなるなどの理由で、通常過誤では対処

できない事情がある場合は、同月過誤をご相談ください。同月過誤は、給付費の

取下げと再請求を同時に行う処理で、取下げした分と再請求した分が相殺され、

その差額のみが差し引かれるため、負担を少なくすることができます。

２ 過誤申立をする際の注意点・お願い

(1) 過誤申立できるのは、介護給付費が「支払決定」又は「既に支払われた」も

のです。

※保留・返戻となっている請求を取り下げることはできません。

※当月１０日までに請求したものを過誤申立できません。

(2) 他市町村の被保険者の方の過誤申立依頼書を誤って秋田市へ提出されるケー

スが増えております。過誤申立依頼書を作成する際は、被保険者証で保険者を

ご確認ください。

(3) 独自様式を用いたものや、事業所名や被保険者情報を省略しているものが散

見されます。ホームページに掲載している様式を使用して正しく記載してくだ

さい。

(4) 過誤申立で取り下げる金額が介護報酬の金額を超過しないようにしてください。

介護報酬がマイナスになった場合、不足額を納付書で支払っていただく必要が

あります。件数が多い場合は事前にご相談ください。

(5) 同月過誤申立をした月の を忘れないようにしてください。【重要】翌月の再請求

同月過誤は請求の取下げと再請求を同時に処理する必要があるため、再請求を

行わなかった場合、取り下げた金額の全てが介護報酬から差し引かれます。介
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護報酬がマイナスになった場合、不足額を納付書で支払っていただく必要があ

ります。再請求の内容およびスケジュールを複数人で確認していただくようお

願いします。

(6) 総合事業の過誤申立依頼書が介護保険課に提出されることがあります。提出

前にご確認ください。総合事業と介護給付費の過誤申立の両方がある場合は、

同じ様式に入力せず、分けて入力してください。

３ 提出先と提出期限

提出書類：通常過誤：過誤申立依頼書

同月過誤：過誤申立依頼書

※分割で過誤をする場合は、通常過誤か同月過誤かに関わらず過誤依頼

文書と介護報酬返還計画書の提出が必要です。

提 出 先：介護給付費→介護保険課

総 合 事 業→長寿福祉課

みなし２号→保護第一課

（例）当初合計1,000単位で請求したものを800単位に訂正したい場合

①通常過誤の場合

毎月１４日まで ６日頃 月末

１０日まで ６日頃 月末

②同月過誤の場合

毎月末日まで 月末

１０日まで ６日頃

※上図の　　　　　　内は事業者が対応する処理です。

ｎ月 ｎ＋１月 ｎ＋２月

ｎ＋１月 ｎ＋２月ｎ月

【 再請求 】

正しい内容で
再請求

過誤申立依頼書

を市へ提出

【 過誤取下げ 】

介護報酬

支払い

800単位

審査決定

通知

介護報酬

支払い

過誤決定

通知

当月の介護報酬から過誤決定

金額が差し引かれます。
（▲1,000単位×10円）

▲1,000単位

【 再請求 】

審査決定

通知

介

護

報

酬

支

払

い

過誤取下げした分と再請求分が相殺され、

差額が当月の介護報酬から差し引かれます。
（800単位－1,000単位＝▲200単位×10円）

800単位×10円

【 過誤取下げ 】

二重線の枠

正しい内容で
再請求

800単位

同月過誤依頼文書

と過誤申立依頼書
を市へ提出
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提出期限：通常過誤：毎月１４日必着（土日祝日の場合は直前の平日）

同月過誤：毎月末日必着（土日祝日の場合は直前の平日）

提出方法：メール、持参又は郵送

※過誤申立依頼書の様式は秋田市ホームページに掲載しています。

秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報＞

介護給付費（加算・減算・過誤）＞過誤申立
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資 料 ２ ０

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

介護職員ができる医療行為の範囲について

令和２年度の集団指導において、介護職員ができる医療行為の範囲につ

いてお示ししましたが、令和４年12月１日付けで、厚生労働省から、原則

医療行為に該当しない行為を新たに追加する通知がありましたので、当該

追加部分を以下のとおりお示しいたします。なお、令和２年度集団指導の

資料を参考資料としてこの資料の次に添付しますので併せてご確認くださ

い。

【医療行為に該当しない行為】（追加で示された分のみ掲載）

在宅介護等の介護現場におけるインスリンの投与の準備・片付け関係

(1) 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、

あらかじめ医師から指示されたタイミングでの実施の声かけ、見守り、

未使用の注射器等の患者への手渡し、使い終わった注射器の片付け

（注射器の針を抜き、処分する行為を除く。）及び記録を行うこと。

(2) 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、

患者が血糖測定及び血糖値の確認を行った後に、介護職員が、当該血

糖値があらかじめ医師から指示されたインスリン注射を実施する血糖

値の範囲と合致しているかを確認すること。

(3) 在宅介護等の介護現場におけるインスリン注射の実施に当たって、

患者が準備したインスリン注射器の目盛りが、あらかじめ医師から指

示されたインスリンの単位数と合っているかを読み取ること。

血糖測定関係

(4) 患者への持続血糖測定器のセンサーの貼付や当該測定器の測定値の

読み取りといった、血糖値の確認を行うこと。
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経管栄養関係

(5) 皮膚に発赤等がなく、身体へのテープの貼付に当たって専門的な管

理を必要としない患者について、既に患者の身体に留置されている経

鼻胃管栄養チューブを留めているテープが外れた場合や、汚染した場

合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行うこと。

(6) 経管栄養の準備（栄養等を注入する行為を除く。）及び片付け（栄

養等の注入を停止する行為を除く。）を行うこと。なお、以下の３点

については医師又は看護職員が行うこと。

ア 鼻からの経管栄養の場合に、既に留置されている栄養チューブが

胃に挿入されているかを確認すること。

イ 胃ろう、腸ろうによる経管栄養の場合に、び爛や肉芽など胃ろう、

腸ろうの状態に問題がないことを確認すること。

ウ 胃、腸の内容物をチューブから注射器でひいて、性状と量から胃

や腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判

断すること。

喀痰吸引関係

(7) 吸引器に溜まった汚水の廃棄や吸引器に入れる水の補充、吸引チュ

ーブ内を洗浄する目的で使用する水の補充を行うこと。

在宅酸素療法関係

(8) 在宅酸素療法を実施しており、患者が援助を必要としている場合で

あって、患者が酸素マスクや経鼻カニューレを装着していない状況下

における、あらかじめ医師から指示された酸素流量の設定、酸素を流

入していない状況下における、酸素マスクや経鼻カニューレの装着等

の準備や、酸素離脱後の片付けを行うこと。ただし、酸素吸入の開始

（流入が開始している酸素マスクや経鼻カニューレの装着を含む。)や

停止（吸入中の酸素マスクや経鼻カニューレの除去を含む。）は医師、

看護職員又は患者本人が行うこと。

(9) 在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素供給装置の加湿瓶の蒸留

水を交換する、機器の拭き取りを行う等の機械の使用に係る環境の整

備を行うこと。

(10) 在宅人工呼吸器を使用している患者の体位変換を行う場合に、医師

又は看護職員の立会いの下で、人工呼吸器の位置の変更を行うこと。
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膀胱留置カテーテル関係

(11) 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックからの尿廃棄（ＤＩＢキャップの

開閉を含む。）を行うこと。

(12) 膀胱留置カテーテルの蓄尿バックの尿量及び尿の色の確認を行うこ

と。

(13) 膀胱留置カテーテル等に接続されているチューブを留めているテー

プが外れた場合に、あらかじめ明示された貼付位置に再度貼付を行う

こと。

(14) 専門的管理が必要無いことを医師又は看護職員が確認した場合のみ、

膀胱留置カテーテルを挿入している患者の陰部洗浄を行うこと。

服薬等介助関係

(15) 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又

は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用

の介助ができることを本人又は家族等に伝えている場合に、事前の本

人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじ

め薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又

は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・

助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪

白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布（褥瘡の処置を除く。）、

吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助すること。

ア 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定しているこ

と。

イ 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員によ

る連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと。

ウ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そ

のものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと。

血圧等測定関係

(16) 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血

酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血

酸素飽和度を確認すること。

(17) 半自動血圧測定器（ポンプ式を含む。）を用いて血圧を測定するこ

と。
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食事介助関係

(18) 食事（とろみ食を含む。）の介助を行うこと。

その他関係

(19) 有床義歯（入れ歯）の着脱及び洗浄を行うこと。

注１：在宅酸素療法を実施するに当たって、酸素流入中の酸素マスクや

経鼻カニューレがずれ、次のいずれかに該当する患者が一時的に酸素

から離脱（流入量の減少を含む。）したことが見込まれる場合に、当

該酸素マスクや経鼻カニューレを元の位置に戻すことも、原則として、

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の

規制の対象とする必要がないものであると考えられる。

ア 肢体不自由等により、自力で酸素マスクや経鼻カニューレを戻す

ことが困難である患者。

イ 睡眠中や意識がない状態で、自力で酸素マスクや経鼻カニューレ

を戻すことが困難である患者。

注２：前記(１)から(19)まで及び注１に掲げる行為は、原則として医行

為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第

31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであ

るが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合に

は、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス

事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、

歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態

であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生

じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を

行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。

また、前記(１)から(４)までに掲げる行為については、患者の血糖

値や食事摂取量等が不安定でないことが必要である。

さらに、前記(２)、(４)、(16)及び(17)に掲げる行為によって測定

された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為で

あり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医

師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注３：当然ながら患者本人や家族に対して分かりやすく、適切な説明を
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行うとともに、介護職員等の実施する行為について患者本人や家族が

相談を行うことができる環境作りに努めることが望ましい。また、必

要に応じて、注２のサービス担当者会議の開催時等に医師、歯科医師

又は看護職員に相談する、必要に応じて書面等で指示を受ける、ケア

の実施後に医師、歯科医師又は看護職員に報告を行う等して適切に連

携することが望ましい。

注４：業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われ

ることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する

者の研修の必要性を否定するものではない。また、介護サービスの事

業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督する

ことが求められる。

注５：上記に掲げる行為によって事故が起きた場合の刑法、民法等の法

律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものでる。

注６：上記に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられ

ている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うととも

に、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべ

きである。前記(15)服薬等の介助が福祉施設等において行われる場合

には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置

がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。

令和４年12月１日付け医政発1201第４号厚生労働省医政局長通知「医

師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解

釈について（その２）」より
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参 考 資 料

令和２年１０月１５・１６日

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

介護職員ができる医療行為の範囲について

１ 医療行為ができる者について

有資格者 医療行為の範囲

医師 医業

歯科医師 歯科医業

保健師・助産師・看護師 療養上の世話又は診療の補助

２ 介護職員と医療行為について

以下の場合を除き、医療行為はできない。

・登録喀痰吸引等事業者として登録を受けた事業所の介護福祉士が喀

痰吸引等を行う場合

・登録特定行為事業者として登録を受けた事業所の介護職員（認定特

定行為業務従事者認定証の交付を受けた者に限る）が喀痰吸引等を

行う場合

３ 介護職員ができる医療行為について

上記に該当する介護職員ができる医療行為は、医師の指示の下に行わ

れる次の行為に限られる。

・口腔内の喀痰吸引

・鼻腔内の喀痰吸引

・気管カニューレ内部の喀痰吸引

・胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

・経鼻経管栄養
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４ 医療行為に該当しない行為

(1) 水銀体温計・電子体温計により膝下で体温を計測すること、及び耳

式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

(2) 自動血圧測定器により血圧を測定すること

(3) 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈

血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

(4) 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を

必要としない処置をすること（汚物で汚れたガーゼの交換を含む。）

※切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定する

ものではない。

(5) 患者の状態が以下の３条件を満たしていることを医師、歯科医師又

は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用

の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人

又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬

袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯

科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言

を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏

の塗布（祷瘡の処置を除く。）、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、

一包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含む）、肛門からの坐薬

挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。

① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定しているこ

と

② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員によ

る連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血

の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な

配慮が必要な場合ではないこと

(6) 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、

かつ糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪

を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
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(7) 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、

歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着

している汚れを取り除き、清潔にすること

(8) 耳垢を除去すること（耳垢塞栓の除去を除く）

(9) ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。（肌に接着し

たパウチの取り替えを除く。）

(10) 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを

行うこと

(11) 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器（※）を用いて浣腸す

ること

※ 挿入部の長さが５から６センチメートル程度以内、グリセリン濃

度50％、成人用の場合で40グラム程度以下、６歳から12歳未満の小

児用の場合で20グラム程度以下、１歳から６歳未満の幼児用の場合

で10グラム程度以下の容量のもの

注１：上記に掲げる行為であっても、病状が不安定であること等により

専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得

る。このため、介護サービス事業者等は、サービス担当者会議の開催

時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そう

した専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えら

れる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、

歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる

必要がある。

また、上記(1)から(3)までに掲げる行為によって測定された数値を

基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に

示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師

又は看護職員に報告するべきものである。

注２：上記に掲げる行為を業として行う場合には、実施者に対して一定

の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サー

ビス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行

為が行われるよう監督することが求められる。
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注３：上記に掲げる行為によって事故が起きた場合の刑法、民法等の法

律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものであ

る。

注４：上記に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられ

ている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うととも

に、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべ

きである。上記(5)に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等におい

て行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、

また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきであ

る。

平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知「医

師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解

釈について」より
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資 料 ２ ３

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

事業者に対する指定取消し等の行政処分基準について

事業所が基準条例に違反した場合や報酬請求に不正があった場合などに

おいては、介護保険法の規定により、指定の取消し又は指定の全部もしく

は一部の効力の停止をすることができるとされております。

当該行政処分に係る本市の処分基準を下記のとおりお示ししますので、

適正な事務執行の参考としてください。

１ 取消等事由

指定の取消し等の対象となる主な事由は、次のとおりです。

主な事由 処分内容

○指定を受けることができない事由に該当したとき 指定取消し

○不正手段により指定を受けていたとき

○指定時に付された条件に違反したとき 勧告・命令を経

○定員超過、人員基準欠如その他基準条例の規定に た上で指定取消

違反したとき し又は効力停止

○要介護者の人格尊重義務に違反したとき 指定取消し又は

○報酬請求に関し不正があったとき 効力停止

○質問拒否、虚偽報告、虚偽答弁、検査忌避があっ

たとき

○法令の規定や処分に違反したとき

○上記のほか、居宅サービス等に関し不正又は著し

く不当な行為があったとき
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２ 行政処分の類型

処分類型 説明

指定取消し 介護サービス事業所としての指定を取り消し、全ての介

護報酬の支給を停止します。取消しを受けた事業者は、

５年間、新たな指定および指定更新が受けられません。

効力の全部 一定期間、全ての介護報酬の支給を停止し、利用者の新

停止 規契約（受入）を禁止します。

効力の一部 一定期間、利用者の新規契約（受入）を禁止します。

停止 既利用者に係る介護報酬の支給は継続されます。

勧告 期限内に条件や基準に合致するよう改善を促します。

命令 勧告に従わない場合に、従うよう命令します。これに従

わない場合は、指定取消し等を行います。

３ 処分の判断要素

即座に指定取消しとなる事由に該当する場合を除き、指定取消し等の

量定を判断するに当たっては、以下の要素等を勘案します。

(1) 公益侵害の程度

ア 介護報酬の不正請求があったか

イ 不正請求額はどのくらいか

ウ 利用者の財産や生命・身体の安全に危害が及んでいるか

(2) 故意性の有無

ア 運営指導等において指導を受けた後、是正に向けた措置を行って

いるか

イ 勧告・命令を受けた後も同様の行為を行っていないか

ウ 関係書類の隠蔽・ねつ造・改ざん・虚偽記載をしていないか

(3) 反復継続性の有無

ア 違法・不正・不当行為をどのくらいの期間、継続していたか
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(4) 組織性・悪質性

ア 違法・不正・不当行為に法人代表者や役員、事業所管理者が関与

し、又は黙認していなかったか

イ 違法・不正・不当行為が発覚した後に隠蔽等を図っていないか

(5) 過去の処分歴

ア 過去に取消処分歴があるか

イ 過去６年間に停止処分歴があるか

(6) 対処姿勢

ア 市の指導・指示・要請に応じているか

上記(1)から(6)までの要素等を総合的に勘案し、指定を取り消すか否

か、効力を停止する場合は全部か又は一部か、停止の期間はどのくら

いにするかを決定します。

４ 該当事例

取消し等事由に該当する具体的な事例は、次のとおりです。

(1) 定員超過利用減算、人員基準欠如減算又は夜勤職員基準減算の状態

が２月以上継続し、その後も解消する見込みがないとき。

(2) 基準条例において配置すべき人員を配置せず、指導を受けた月から

２月以上経過しても配置しないとき。

(3) 基準条例の規定に違反し、指導を受けた月から２月以上経過しても

是正されず、その後も是正される見込みがないとき。

(4) 実績のない報酬請求や必要な資格を有しない者によるサービス提供

があったとき。

(5) 虚偽の届出により加算を算定し、又は減算を免れていたとき。

(6) 事後調査等により加算等の要件に合致していないことが判明し、報

酬の返還その他必要な措置を求めたにもかかわらず当該措置を講じな

いとき。

(7) 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合

又は加算等が算定されなくなることが明らかになったにもかかわらず、

その旨の届出をせず、当該算定を継続し、又は減算を免れていたとき。

(8) 居宅サービス計画又は個別計画に基づかずにサービスを提供し、報

酬を得たとき。
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(9) 必要な書類を作成せず、又は書類の偽造もしくは虚偽の記載により

報酬を得たとき｡

(10) 指定（更新）時の申請書類又は説明内容に偽りがあったとき。

(11) 必要な変更届をせず、又は虚偽の変更届を行ったとき。

(12) 利用者に代わって行う市への申請、届出等に関して虚偽その他の

不正があったとき｡

(13) 契約書、記録その他の書類を偽造し、又は虚偽の記載をしたとき｡

上記(1)から(13)までは、あくまでも例示です。それら以外の事例が

取消し等事由に該当しないということではありません。
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５ 取消し等に至る判断イメージ

運営指導等

監査

指定禁止条件に該当 指定時条件違反 左記以外の処分

不正手段による指定 基準条例違反 事由に該当

勧告・命令

処分要素判断

高程度 中程度 低程度

対処姿勢処分歴

一部停止 文書警告対処姿勢

指定(許可)取消 全部停止 一部停止

※基準条例違反かつ介護報酬の不正利得があった場合は、返還額の40％に相当する

額が加算されます。

※処分された事業者は公示され、悪質な場合は刑事告訴の対象となります。

６ 労働関係法について

労働関係法令違反が介護保険施設等の指定（許可）拒否や取消等の事

由となる場合もあることなどから、関係資料を次頁に掲載します。
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資 料 ２ ４

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担

軽減制度は、社会福祉事業の実施を任務とし、税制優遇措置等を受けている社会

福祉法人が低所得者を対象とした負担軽減を行うことは、法人本来の使命という

考えのもと、低所得者の介護保険サービスの利用促進の観点から制度化されてい

るものです。

１ 対象者について

以下の要件を全て満たす方又は生活保護受給者

□市町村民税非課税世帯であること

□年間収入が単身世帯で150万円（世帯員が１人増えるごとに50万円を加算）以

下であること

□預貯金等が単身世帯で350万円（世帯員が１人増えるごとに100万円を加算）以

下であること

□日常生活に供する資産（居住用家屋等）以外に活用できる資産がないこと

□負担能力のある親族等に扶養されていないこと（所得税や市町村民税の扶養控

除対象者となっていないこと）

□介護保険料を滞納していないこと

２ 対象サービスについて

食費 居住費等サービス名称 介護ｻｰﾋﾞｽ利用料

１ 訪問介護 ○

２ 通所介護 ○ ○

３ (介護予防)短期入所生活介護 ○ ○ ○

４ ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護

５ 夜間対応型訪問介護 ○

６ 地域密着型通所介護 ○ ○

７ (介護予防)認知症対応型通所介護 ○ ○

８ (介護予防)小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○

９ ○ ○ ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

10 ○ ○ ○看護小規模多機能型居宅介護

11 介護老人福祉施設 ○ ○ ○

12 介護予防・生活支援サービス事業 ○ ○ ○

注：３ ９および11の食費 居住費等 滞在費 については 特定入所者介護 予、 、 （ ） 、 （

防）サービス費が支給されている場合に限る。
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３ 軽減割合について

対象者 軽減割合等

生活保護受給者 居住費（滞在費）の全額

老齢福祉年金受給者 利用者負担額（※）の１／２

その他の対象者 利用者負担額（※）の１／４

※利用者負担額＝介護サービス利用料自己負担額、食費、居住費、宿泊費

４ 申請書類について

①社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書（HP・介護保険課窓口にて配布）

②収入状況等申告書（HP・介護保険課窓口にて配布）

③同意書（HP・介護保険課窓口にて配布）

④世帯全員の収入状況がわかるもの

(年金支払通知書、源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え等)

⑤世帯全員の預貯金等がわかるもの(預貯金通帳(普通、定期、積立)、有価証券等)

※預貯金通帳は、直近一年程度を確認します。通帳の切替え等があった場合は、切

替え前の通帳も必要となります。

「 」 。※生活保護受給者は上記①の申請書と 生活保護受給証明書 を提出してください

収入や預貯金額を証明する書類は提出不要です。

５ 有効期間について

申請を受け、審査の結果、対象となった方へは「社会福祉法人利用者負担軽減確

認証」をお送りしています。

確認証の有効期間は８月１日から翌年７月３１日までです。期間途中で申請され

た場合は、申請日が属する月の初日から直近の７月３１日までの有効期間となりま

す。

６ 軽減制度実施法人について

本制度は、事前に秋田市へ申出があった法人のみが実施しているものです。

実施法人一覧および申出書類については、ホームページにてご確認ください。

社会福祉法人による利用者負担軽減制度・

秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞介護保険制度

＞介護保険のサービス＞社会福祉法人による利用者負担軽減制度
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資 料 ２ ５

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 長 寿 福 祉 課

高齢者虐待の防止について

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、いわゆる高齢

者虐待防止法において、養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実

施、高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備、その他養介護施設従事

者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとされています。

しかし高齢者虐待の可能性を考えるには 「○○をしたら虐待」という答えはな、

いため、その発見については困難なところもあります。

そのため、組織全体で高齢者虐待の背景要因について理解し、高齢者が受けた

行為や言動が、その方にとって必要なことであったのか、またどのような影響や

感情を与えるものであったか、という視点を持って虐待の防止に努めることが重

要となります。

１ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因

要介護施設における虐待には様々な要因が考えられます。

高齢者虐待につながる背景要因とその予防について別紙に示しました。

「 」 。※ 要介護施設従事者等に要高齢査虐待発生要因と予防のポイント 参照

２ 高齢者虐待の未然防止

高齢者虐待、不適切なケアを防止するために何をすべきかですが、まずは不適

切なケアに気付き、課題を共有し、良いケアの検討や実行することと、課題の背

景を把握し、背景となる課題の改善することが必要です。

不適切なケアの背景は、１つの原因に限られるのではなく、個人で改善できる

、 、 。ものではありませんので 組織全体で課題を共有し 取り組むことが重要です

■ 不適切なケアを生み出す背景要因を解消する。

・組織的な要因も多くあり、相互に関連している。

・ストレスマネジメント

■ 不適切なケアを減らす。

・虐待の「芽」を摘む。 ※別添 「虐待の芽チェックリスト」参照。

■ 利用者の権利利益をまもる適切なケアを提供する。

施設・事業所の職員全体で課題を共有し、

取り組んでいくことが重要

参考／認知症介護研究・研修仙台センター『施設・事業所における高齢者虐待防止学習テキスト』,2009】
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資 料 ２ ７    

令 和 ６ 年 １ ０ 月 

集 団 指 導 資 料 

秋 田 市 消 防 本 部 

 

高齢者福祉施設等における「救急対応の手引き」について 

 

秋田市における令和４年度中の救急出動は１３,７７２件、救急搬送を行った１２,

５２０名であり、年々増加している傾向にあります。この内、６５歳以上の方は６７．

８％となっており、高齢者福祉施設などからの救急搬送も含まれています。 

 このことから、高齢者福祉施設などで働く職員の皆さんと救急隊員が円滑に連携で

きるように「高齢者福祉施設等における救急対応の手引き」を作成しています。 

 

１ 救急対応の手引きの内容 

 (1) 予防救急（P３） 

ケガや病気をしないように注意し、未然に防ぐための「予防救急」について解

説しています。日頃の心がけや意識をすることで、予防できることがあります。

各項目を参考に、取り組んでみませんか。 

 (2) 救急連絡シート・救急要請の状況シート（P８、９） 

   救急要請により、駆けつけた救急隊員が聴取する項目の一例を紹介しています。

情報共有がスムーズに行えると、より迅速に患者さんを医療機関に搬送すること

ができ、的確な医療が提供される一助になります。救急隊員から色々な事を聞か

れ、不安を抱いた方がいるかと思います。この「救急連絡シート」「救急要請の状

況シート」を活用してみてはいかがでしょうか。 

 

２ 救急対応の手引きの活用 

 (1) マニュアル整備のお願い 

   秋田市消防本部では、高齢者福祉施設で働く方々を対象とした、集合型研修会

を開催しています。受講者の意見には、「救急隊や病院とのコミュニケーション

に不安を感じている職員が多い」、「経験が浅い職員がおり、手薄になる夜間帯に

不安がある」などの内容がありました。急変時に素早い対応を行うためには職員

の皆さんが迷わずに行動する必要があることから、マニュアル整備やすでに整備

されている場合には、最新の内容となるよう更新をお願いいたします。 

(2) 集合型研修会の開催 

   秋田市消防本部では、救急対応の手引きを研修資料として高齢者福祉施設で働

く方々を対象とした集合型研修会を定期的に開催しています。研修内容は、急変

時の対応やアクションカードを使用した行動確認、グループディスカッションな

どです。研修会の開催状況につきましては、随時ホームページでお知らせいたし

ます。ご参加をお待ちしております。 



 

1 

秋田市消防本部 

 

 

 

 

高齢者福祉施設等における 

救急対応の手引き 
 

 

 

 

 

 

秋田市消防本部 

 

高齢化社会対策 

ワーキンググループ 
 

 

- 50 -



 

2 

秋田市消防本部 

・・・は じ め に・・・ 
 

 

秋田市消防本部の救急出動件数は、平成 17年に１万件を突破し、現在も増

加中です。 

中でも、高齢化に伴い 65 歳以上の方の救急車の利用も増えています。ま

た、高齢者福祉施設等（以下「施設」）からの要請も増加しています。 

 

高齢者は、少しの病気やケガ等で、重症化する場合があります。その中に

は、「もう少し注意していれば防げたかもしれない」「事前に対策しておけば防

げたかもしれない」と思われる事例も数多く発生しています。 

そこで、「予防救急」として、救急車が必要になるような病気やケガ等を少

しの注意や心がけで防ぐためのポイントや、救急要請時の対応等も合わせてご

紹介します。 

この手引きを用いて、いざというときの対応を事前に確認しておくことで、

現場での不安を少しでも解消し、円滑な救急対応にご理解とご協力をしていた

だけたらと思います。 

 

※「予防救急」とは… 

救急車が必要になるような病気やケガ等を、少しの注意や呼びかけで未然に

防ぐ取り組みのこと。 

総務省消防庁作成 
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3 

秋田市消防本部 

事故を未然に防ぐには「予防救急」 
 

１．手洗い・うがい 

インフルエンザやノロウィ

ルスなどの感染症の発症、

拡大をしないように、職員

の皆様だけでなく、入所者

全員の手洗い、うがいを徹

底しましょう。 

 

３．処方薬の副作用を確認 

処方薬によっては、副作用で思った以上に

ふらついてしまい、ベッドから起き上がる

際などに、転倒、転落してしまうことがあ

ります。 

処方薬の副作用を確認

し、特に処方薬が変わっ

たときなどは、注意する

ようにしましょう。 

５．温度変化に注意 

高齢者の方は、温度調節機能が低下してい

ます。夏季は「熱中症」、冬季は「入浴事故」

に注意しましょう。 

施設内の浴室や脱

衣所、居室やリビン

グなど各部屋の温

度変化に注意し、急

激な温度変化を作

らない環境作りを

心がけましょう。 

 

２．転倒・転落 

高齢者の方は、小さな段差でもつまずいて

しまい、骨折をしてしまう場合があります。 

施設内の段差や滑り

やすい場所などを把

握し、注意しましょ

う。 

 

４．誤嚥・窒息 

脳卒中を患った方や高齢者の方は、飲み込

みにくくなっていることや咳をしづらくな

っていることがあ

り、誤嚥や窒息にな

る可能性がありま

す。適宜、施設職員

の方が食事の様子

を見るなど、注意し

ましょう。 

６．生活の記録・病院の連絡体制 

いざ！というときのために、入所者の状況

を把握できるような記録を作成してくださ

い。また、病院との連絡を密にし、入所者の

容態が変化したとき、相談、受診できる体

制を作りましょう。 
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4 

秋田市消防本部 

｢これ、救急車要請していいの…？」 
 

高齢者福祉施設等で実際に働いている方々から、どのような症状・状態で救急車を

要請したらよいのか判断に迷うといった声が多く聞こえました。 

 下図は総務省消防庁が作成した救急車利用リーフレット（高齢者版）になります。

早期１１９番通報を判断するための参考にしてください。 

  
総務省消防庁HPより

成 
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5 

秋田市消防本部 

救急要請時のフローチャート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□反応をみる 

□スタッフ・AEDを手配 

□状況伝達 

□119通報依頼 

□玄関解錠依頼 

□救急隊を現場（傷病者のそば）まで案内 

□救急連絡シート・救急要請の状況シートを 

活用し傷病者の状況・状態を救急隊に伝達 

□傷病者への付き添い準備 

□（家族等へ連絡） 
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6 

秋田市消防本部 

ACP と DNAR について 

★ACP（アドバンス・ケア・プランニング） 

超高齢化社会にある現在、最後まで本人の生き方を尊重した医療・ケアの提供が重

要であることから、平成３０年３月に厚生労働省から「人生の最終段階における医

療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（改訂版）」が出されました。医療・

ケアチームの対象に介護従事者が含まれることが明確化され、本人や家族が望む自分

らしい生活を支援することが求められています。 

 

85歳以上の高齢者について、死因の多くは老衰であり、前触れもなく亡くなって

いることも少なくありません。 

 

入所時や病状が変化したタイミングなどで本人や家族、医療関係者、ケアマネジャ

ー等と連携してＡＣＰに取り組んでみましょう。 

 

秋田市では、人生の最終段階における医療やケアについて自ら考え、それを信頼で

きる周囲の人たちと共有する、ＡＣＰのプロセスについて周知を図ることを目的に、

リーフレット「人生会議（ＡＣＰ アドバンス・ケア・プランニング）」を作成して

います。ぜひ、ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

★DNAR（蘇生処置をしないで）の意思表示を確認していますか？ 

DNARとは、終末期医療において心肺停止時に蘇生処置を試みないことです。傷

病者（入所者・利用者）や家族にその意志がある場合は、あらかじめ協力病院やかか

りつけ医師と相談し対応を取り決めておいて下さい。 

 

DNAR の意思表示があった場合でも、救急要請があれば原則として心肺蘇生法な

どの応急手当を実施し搬送します。救急隊の活動にご理解とご協力をお願いします。 

 

施設によっては、施設で対応できる範囲で対処する場合もあります。 

 

リーフレットは、ＱＲコードからアクセスし、 

ダウンロードしてお使いいただくことも可能です 
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7 

秋田市消防本部 

 

「どんなことを聞かれるのだろう…」 
 

１１９番で救急車を呼んでからも様々な情報共有が必要です。 

情報共有がスムーズに行くと、より迅速に患者さんを病院に搬送でき、的確な医療

が提供される一助になります。 

 １１９番通報時および救急隊員が現場で聴取する内容の一例をあげてみました。 

 

１１９番通報時の聴取内容一例 

□ 火事ですか、救急ですか 

□ 救急車を向かわせる場所の住所、建物名称 

□ 反応と呼吸はありますか 

□ 具合が悪い人の年齢と性別 

□ いつ頃から、どんな症状ですか 

□ (重要！)普段かかっている病院と病歴 

 

 救急隊員が聴取する内容一例 

□ 名前、生年月日 

□ いつ頃から、どんな症状か（救急要請に至った経緯） 

□ 普段の状態（意識や生活動作など）との違い 

□ (重要！)かかりつけ病院と既往歴 

□ (重要！)希望する搬送先医療機関の有無（事前の病院連絡の有無） 

※患者さんの状態によっては、 

□ 食事の摂取状況 

□ 服薬の状況 

□ 症状の最終未発症確認時刻 など 

 

「救急隊からいろんなことをいっぺんに聞かれ、わからない、答えられない、怖い…」 

このような不安・不満を抱いた方が多くいることと思います。 

そこで、この手引きで紹介している「救急連絡シート」「救急要請の状況シート」

を活用してみてはいかがでしょうか！（類似したものであれば様式は問いません） 

患者さんの枕元に置いておく・ベッドに掛けておくなど患者さんの近くにあれば、

それをもとにみなさんも慌てることなく救急隊に情報を伝えることができ、救急隊も

それを見て確認ができるので確実・スムーズな情報共有になります。 

  

落ち着いて… 

一問一答で！ 

わからなければ 

「わからない」 
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秋田市消防本部 

 

救急連絡シート 
施設名 特養○○ 

住所  秋田市山王○丁目 

℡   ８８８―○○○○ 

作成日 Ｒ ５年 １月 ○日 作成者 本人・家族・施設職員（氏名 消防 消太） 

 

住所 秋田市山王○丁目○番○号 

氏 名
ふりがな

 救 急
きゅうきゅう

 一郎
いちろう

 性 別 男 ・ 女 

生年月日 M・T・S・H １７年  １月  １日 年齢    ８０歳 

連絡先 

電話番号 
８８９－○○○○ 

＜医療情報＞ 

現在治療中の病気 高血圧 

過去に医師から 

言われた病気 
脳梗塞 

服用している薬 ワーファリン アムロジピン 

かかりつけ 

又は 

協力医療機関等 

医療機関名 
主治医氏名（診療科

目） 
緊急時連絡先 

○○市民病院 △△医師 887-○○○○ 

   

＜普段の生活＞会話・歩行・食事欄は当てはまるものに○をしてください 

介護区分  歩行 寝たきり ・ 車いす ・ 補助歩行 ・ 自力歩行 

会話 可 ・ 不可 食事 経口 ・ 介助経口 ・ その他（      ） 

＜緊急時連絡先＞ 

氏 名 続柄 住 所 電話番号 

救急 一男 子 秋田市山王○丁目○番○号 ８８９－○○○○ 

    

記入例 

※この「救急連絡シート」は、救急業務以外に使用しません。 
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秋田市消防本部 

救急要請の状況シート 
※救急要請時に、時間がある場合は記載してください 

※状態が悪く処置を行わなければならない場合は、処置を優先してください 

※呼吸・脈がない場合は、心肺蘇生を行ってください 

発症日時 ○月 ○日 １４時 ３０分頃 目撃 有 ・ 無 

普段の状態を最後に確認したのはいつですか ○月 ○日 １４時 ３０分頃 

主な訴えや症状（当てはまるものに○をしてください） 

頭痛 胸痛 腹痛 背部痛 

呼吸苦 嘔吐・嘔気 麻痺 冷や汗 

呂律が回らない 顔面蒼白 痙攣 失禁 

外傷 その他（                     ） 

状況（いつ・どこで・なにをしていて・どうなったか） 

14時 30分、ホールの椅子に座っていて突然胸痛を訴え冷や汗をかきはじめた。 

 

 

 

直近のバイタルサイン 測定時刻      14時 33分 

意識 □ 清明 ／ 声かけに反応： 有・□ 無  JCS（      ） 

呼吸数 30回／分 脈拍数 ７0回／分 

血圧  140／80  ㎜Ｈｇ 体温 36.1 ℃ 

SｐO２ 95 ％ 瞳孔 右 3.0 ㎜   左 3.0 ㎜ 

実施した処置・薬剤など 

その他救急隊に伝えたいこと 

  

記入例 

 

※この「救急要請の状況シート」は、救急業務以外に使用しません。 

※あらかじめ記入して保存しておくことを推奨します。また、適宜更新してください。 
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秋田市消防本部 

救急連絡シート 
施設名 

住所 

℡ 

作成日 Ｒ  年  月  日 作成者 本人・家族・施設職員（氏名      ） 

 

住所  

氏 名
ふりがな

  性 別 男 ・ 女 

生年月日 M・T・S・H   年   月   日 年齢      歳 

連絡先 

電話番号 
 

＜医療情報＞ 

現在治療中の病気  

過去に医師から 

言われた病気 
 

服用している薬  

かかりつけ 

又は 

協力医療機関等 

医療機関名 主治医氏名（診療科目） 緊急時連絡先 

   

   

＜普段の生活＞会話・歩行・食事欄は当てはまるものに○をしてください 

介護区分  歩行 寝たきり ・ 車いす ・ 補助歩行 ・ 自力歩行 

会話 可 ・ 不可 食事 経口 ・ 介助経口 ・ その他（      ） 

＜緊急時連絡先＞ 

氏 名 続柄 住 所 電話番号 

    

    

※この「救急連絡シート」は、救急業務以外に使用しません。 
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秋田市消防本部 

救急要請の状況シート 
※救急要請時に、時間がある場合は記載してください 

※状態が悪く処置を行わなければならない場合は、処置を優先してください 

※呼吸・脈がない場合は、心肺蘇生を行ってください 

発症日時 月  日   時  分頃 目撃 有 ・ 無 

普段の状態を最後に確認したのはいつですか 月   日   時   分頃 

主な訴えや症状（当てはまるものに○をしてください） 

頭痛 胸痛 腹痛 背部痛 

呼吸苦 嘔吐・嘔気 麻痺 冷や汗 

呂律が回らない 顔面蒼白 痙攣 失禁 

外傷 その他（                     ） 

状況（いつ・どこで・なにをしていて・どうなったか） 

 

 

 

 

直近のバイタルサイン 測定時刻        時   分 

意識 □ 清明 ／ 声かけに反応：□ 有・□ 無  JCS（      ） 

呼吸数     回／分 脈拍数   回／分 

血圧     ／    ㎜Ｈｇ 体温   ℃ 

SｐO２ ％ 瞳孔 右    ㎜   左    ㎜ 

実施した処置・薬剤など 

その他救急隊に伝えたいこと 

※この「救急要請の状況シート」は、救急業務以外に使用しません。 

※あらかじめ記入して保存しておくことを推奨します。また、適宜更新してください。 

 

- 60 -



 

12 

秋田市消防本部 

救急車の適正利用 

 

救急車は、限りある資源です。 
緊急性が認められない以下の場合は、自家用車や患者等搬送事業者な

どを活用していただくことに、ご理解とご協力をお願いします。 

（１）寝たきりである、人手がない などが理由の場合 

（２）寝台車を利用すれば、病院に行ける場合 

（３）末期治療のため 

（４）処方薬がなくなったので、かかりつけ病院へ行く場合 

（５）その他上記以外の場合 

 

 

秋田市消防本部が認定した患者等搬送事業者です。詳細は各事業者にご確認下さい。 

寝台、車椅子等を車体に確実に固定できる構造を有する自動車を使用する事業者 

 搬送事業者名 所在地 電話 

１ あさひ自動車株式会社 牛島西一丁目 1-11 018-831-0015 

２ 有限会社千秋ケアサービス 千秋矢留町 2-11-1006 018-833-0556 

３ 介護タクシーハチ 桜ガ丘五丁目 6-13 018-853-9148 

４ 
介護・福祉タクシー 

トランスポート秋田 
八橋大畑二丁目 8-11 018-811-2381 

車椅子を使用したまま車体に確実に固定できる構造を有する自動車を使用する事業者 

 搬送事業者名 所在地 電話 

１ 有限会社千秋ケアサービス 千秋矢留町 2-11-1006 018-833-0556 

２ 国際タクシー株式会社 楢山本町 3-3 018-833-5931 

３ 介護タクシービスタ 牛島西三丁目７-２９ 090-8845-5713 

令和 ５年 ４月 現在 
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秋田市消防本部 

・・・まとめ・・・ 
 秋田市消防本部では、増加する救急要請に適切に対応するため、病気や

ケガ等を未然に防ぐ「予防救急」を推進するとともに、救急車の適正利用

を呼びかけています。 

また、いざという時の対応を施設の皆様で確認していただき、救急隊と

よりよい円滑な救急対応が行えるよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

心肺蘇生法・応急手当講習について 

入所者が命の危険にさらされた時、最初に気づくのが施設職員の皆様で

す。いざという時のために、定期的に講習を受け、応急手当を身につけ

ましょう。（講習会は無料です） 

詳しくは最寄りの消防署（救急担当）まで 

秋田消防署 018-823-4100 

新屋分署  018-828-3123 

城東消防署 018-832-3404 

広面出張所 018-832-2736 

土崎消防署  018-845-0285 

秋田南消防署 018-839-9551 

河辺分署    018-882-3300 

雄和分署   018-886-2623 

☆秋田市消防本部ホームページからもご覧いただけます。 
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秋田市消防本部 
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資　　　料　　２　　８ 
令６秋消本予第１７６２号

令和６年１０月４日

介護サービス事業者 各位

秋 田 市 消 防 長

（ 公 印 省 略 ）

高齢者の火災予防について（協力依頼）

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

皆様におかれましては、平素から火災予防に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。

さて、令和５年に全国で発生した住宅火災による死者のうち６５歳以上の高齢者

が７割以上を占めていることから、当消防本部においても高齢者の火災予防につい

て市民の方々へ広く呼びかけているところです。

つきましては、火災の発生を未然に防ぐこと、また、発災した際にその被害を最

小限に抑えることを目的として、下記のリーフレットを参考に注意喚起を行ってい

ただくようよろしくお願いします。

記

１ 住宅防火いのちを守る１０のポイント

２ ガスコンロの取扱いに関する注意喚起について

問い合わせ先

秋田市消防本部 予防課

担当 原田

ＴＥＬ ８２３－４２４７

ＦＡＸ ８２３－９００６
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秋田市保健所 健康管理課
TEL:827-5250 FAX:883-1158
E-mail: ro-hlhm@city.akita.lg.jp

手洗い、手指消毒

感染症への対応

適切な換気

職員の健康管理

利用者の健康管理

防護服の着脱方法等の確認

清掃等の環境整備

施設内での感染症発生対応については、平時から体制を整備しておくこ
とが大切です。医療機関との連携や、感染症発生に備えた研修を行い、
対応を確認しておくようお願いいたします。

ケアを行った後など
こまめに手洗い、
手指消毒を行う

換気設備による常時
換気や２方向の窓を
開放すると有効

・出勤前の体温計測や
体調確認をする

保健所の対応

・症状がある場合は
出勤しない

・マスク、グローブ、ガウン
等の着脱方法を確認して
おく

・1人の利用者に対して１つ
の防護服を使用すること
を徹底する

・毎日のバイタルチェック
を欠かさない

・かぜ様症状が出た場合、
嘱託医やかかりつけ医
に相談する

・廊下や居室内を清潔に
保つ

・消毒用アルコールや次
亜塩素酸ナトリウム液
等で適切に消毒を行う

以下の場合は保健所への報告をお願いいたします。また、感染対策に
ついてのご相談も随時受け付けております。
・感染者が10名以上又は全利用者の半数以上
・死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以上

各施設の対応について

資料２９
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